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　　　　告　　　示（第152号－第164号）

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始� （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………２

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………３

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知� （農山漁村振興課）……………３

○解除予定保安林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………３

○道路の区域の変更の告示の訂正� （道路維持課）……………４

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………４

○土砂災害警戒区域の指定の解除� （砂　防　課）……………４

○土砂災害特別警戒区域の指定の解除� （砂　防　課）……………５

○土砂災害警戒区域の指定� （砂　防　課）……………５

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出

� （中小企業振興課）……………５

○町の換地処分� （農村森林整備課）……………６

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………６

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………６

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示� （建築指導課）……………７

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集� （生活安全課）……………７

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

� （中小企業振興課）……………７

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

� （中小企業振興課）……………７

○�住宅確保要配慮者居住支援法人の住所及び支援業務を行う事務所の�

所在地の変更� （住宅計画課）……………８

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………８

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示� （社会活動推進課）……………８

　　　　教育委員会

○令和元年度福岡県教育文化表彰� （教育庁総務企画課）……………８

　　　　監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表� （監査委員事務局総務課）……………10

○監査結果の報告に係る措置の公表� （監査委員事務局特別監査室）……………19

　　　　公安委員会

○福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

� （警察本部警務課）……………23

　　　　海区漁業調整委員会

○浮きを使用した釣りの制限� （漁業管理課）……………23

　福岡県告示第152号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

目　　　次

告　　　示

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）
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　福岡県告示第153号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

２年２月21日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第154号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第155号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第156号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

京　　築 県道
福　土
吉　富��線

前

築上郡上毛町大字西友枝
940番１先から
築上郡上毛町大字西友枝
3409番先まで

5.0
～
27.8

1,207.0

後

築上郡上毛町大字西友枝
940番１先から
築上郡上毛町大字西友枝
3409番先まで

5.0
～
27.8

1,207.0

直　　方 県道
新　延
植　木��線

前

直方市大字植木2210番１
先から
直方市大字植木2208番１
先まで

14.1
～
15.8

51.9

後

直方市大字植木2210番１
先から
直方市大字植木2208番１
先まで

14.1
～
23.1

51.9

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

八　　女 県道
岩　野
黒　木��線

前

八女市黒木町土窪501番
３先から
八女市黒木町木屋13番１
先まで

11.0
～
19.3

158.2

前

八女市黒木町土窪501番
３先から
八女市黒木町木屋13番１
先まで

6.7
～
19.1

157.8

後

八女市黒木町土窪501番
３先から
八女市黒木町木屋13番１
先まで

11.0
～
19.3

158.2

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

京　　築
福　土
吉　富��線

築上郡上毛町大字西友枝1348番先から
築上郡上毛町大字西友枝3409番先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）
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２年２月21日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第157号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定施業要件変更予定森林の所在場所

　　京都郡みやこ町（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及びみやこ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第158号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　田川郡川崎町大字安眞木字東大平6007の９、字小古野6010の１、6011

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　�　字東大平6007の９・字小古野6010の１・6011（以上３筆について次の図に示す

部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第159号

　保安林の指定の解除をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

２の規定により次のように告示する。

　　令和２年２月21日

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　　女
岩　野
黒　木��線

八女市黒木町土窪501番３先から
八女市黒木町木屋13番１先まで
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　福岡県告示第161号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第162号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成22年３月福岡県告

示第536号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　解除予定保安林の所在場所

　　福岡市西区今宿駅前一丁目1120の165

２　保安林として指定された目的

　　風害の防備

３　解除の理由

　　指定理由の消滅

　福岡県告示第160号

　道路の区域の変更（令和元年12月福岡県告示第483号）において、区間、幅員及び延長

に誤りがあったので、次のとおり訂正する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

北九州 県道
中　間
水　巻��線

前

中間市岩瀬西町1442番５
先から
遠賀郡水巻町頃末北四丁
目1234番25先まで

15.2
～
80.0

2,750.8

前

中間市岩瀬西町1442番４
先から
遠賀郡水巻町頃末北四丁
目1234番25先まで

16.0
～
80.0

2,158.3

後

中間市岩瀬西町1442番５
先から
遠賀郡水巻町頃末北四丁
目1234番25先まで

15.2
～
80.0

2,750.8

後

中間市岩瀬西町1442番４
先から
遠賀郡水巻町頃末北四丁
目1234番25先まで

16.0
～
80.0

2,158.3

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

京　　築 県道
大久保
行　橋��線

前

行橋市大字上稗田131番
先から
行橋市大字上稗田365番
先まで

5.8
～
9.2

67.0

後

行橋市大字上稗田131番
先から
行橋市大字上稗田365番
先まで

5.8
～
25.6

67.0

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

大原団地⑵ 太宰府市三条三丁目、御笠一丁目及び御笠二丁
目（別紙図面１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和２年２月５日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ヤマダ電機テックランド宗像店・（仮称）ニトリ宗像店

　⑵　所在地　宗像市大字王丸梅ノ木谷517－１　他

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　（変更前）3,326㎡

　　（変更後）7,670㎡

４　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　福岡県告示第163号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年２月福岡

県告示第71号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第164号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

大原団地⑵

太宰府市三条三丁目、御笠
一丁目及び御笠二丁目（別
紙図面１に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載
する表のとおり

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

大原団地⑵ 太宰府市三条三丁目（別紙図面１に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

公　　　告

位　　置 変　　更　　前 変　　更　　後

駐車場No.１ 117台 117台

駐車場No.２ 12台 12台

駐車場No.３ 27台 27台

駐車場No.４ 68台

合計 156台 224台

位　　置 変　　更　　前 変　　更　　後

駐輪場No.１ 13台 13台

駐輪場No.２ 31台 31台
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　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市福童字町331番２

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　佐賀県鳥栖市大正町780番地３　グランド・ルー鳥栖フォセット301

　　和田　健太郎

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　小郡市干潟字船底808番13、810番３、810番６及び810番７並びに字畦ヶ浦855番、

855番２、855番３及び856番並びに字南畦ヶ浦919番１、919番２、920番、921番及び

921番２並びに字三京塚922番、923番１、925番、926番、928番１、929番１、929番４

から929番７まで、930番３及び930番７

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　埼玉県越谷市流通団地四丁目１番10号

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

５　大規模小売店舗の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　⑶　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　公告

　市町村から、次のように換地処分をした旨の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第96条の４において準用する同法第54条第４項の規定により公告する。

位　　置 変　　更　　前 変　　更　　後

荷さばき施設No.１ 258㎡ 258㎡

荷さばき施設No.２ 27㎡

合計 258㎡ 285㎡

位　　置 変　　更　　前 変　　更　　後

廃棄物等の保管施設No.１ 90.00㎥ 90.00㎥

廃棄物等の保管施設No.２ 14.04㎥

合計 90.00㎥ 104.04㎥

小売業者 変更前 変更後

株式会社ヤマダ電機 午前10：00～午後10：00 午前10：00～午後10：00

株式会社ニトリ 午前10：00～午後10：00

駐車場No. 変更前 変更後

駐車場No.１～３ 午前９：30～午後10：30 午前９：30～午後10：30

駐車場No.４ 午前９：30～午後10：30

荷さばき施設No. 変更前 変更後

荷さばき施設No.１ 午前９：00～午後10:00 午前９：00～午後10：00

荷さばき施設No.２ 24時間

土地改良事業の事業主体名 換地処分をした地域 換地処分年月日

香春町 田川郡香春町大字柿下
（柿下中早田地区） 令和２年１月30日

駐輪場No.３ 15台
合計 44台 59台
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　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　イオン大木店

　⑵　所在地　三潴郡大木町大字大角962　外41筆

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　イオン大木店

　⑵　所在地　三潴郡大木町大字大角962　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　　株式会社ＮＢＳロジソル

　　代表取締役　十時　康裕

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県建築士法施行細則（昭和25年福岡県規則第111号

）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県建築都市部建築指導課に備え置きます。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　�　知事が免許権者である二級建築士及び木造建築士について、国土交通省が意見公募

手続を実施して定めた省令における一級建築士の取扱いと同様の取扱いとなるよう規

則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第５号に該当するため、同

条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　令和２年２月18日

　公告

　「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例施行規則」案

について、次のとおり意見を募集します。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　令和２年２月12日から令和２年３月12日まで

２　概要、受付方法等

　�　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載

するほか、福岡県人づくり・県民生活部生活安全課に備え置きます。
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　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部

を改正する規則（令和元年福岡県規則第32号）の制定を行ったので、次のとおり公示し

ます。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県人づくり・県民生活部社会活動推進課（ＮＰＯ・ボランティアセ

ンター）に備え置きます。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　�　情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号）の制定による行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整

理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同

条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　令和元年12月24日

　福岡県教育委員会告示第２号

　福岡県教育委員会表彰規則（昭和44年福岡県教育委員会規則第10号）第２条の規定に

基づき、令和元年度福岡県教育文化表彰を受けたものを、同規則第５条の規定により次

のように告示する。

　　令和２年２月21日

福岡県教育委員会　　

　公告

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号

）第41条第２項の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人から住所及び支援業務

を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同法第41条第３項の規定により次の

ように公示する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和２年２月21日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　遠賀郡遠賀町松の本七丁目118番４、118番６から118番37まで、910番３から910番10

まで、2377番３、2377番６から2377番９まで、2379番３から2379番11まで、2380番２

及び2380番３

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　北九州市八幡西区下上津役四丁目１番36号

　　大英産業株式会社

　　代表取締役　大園　信

　公告

支援法人の
名称

変更に係る
事項 旧 新 変更

年月日

特定非営利
活動法人ラ
イフサポー
トネットワ
ーク

支援法人の住
所

福岡市南区井尻四丁
目２番45号

福岡市南区井尻二丁
目25番３－405号

令和元年９月
23日

教育委員会

福岡県教育委員会告示第２号 

 福岡県教育委員会表彰規則（昭和 44 年福岡県教育委員会規則第 10 号）第２条の規定に基づき、令和

元年度福岡県教育文化表彰を受けたものを、同規則第５条の規定により次のように告示する。 

  令和２年２月 21日 

福岡県教育委員会 

〔児童生徒の部〕 

  （個人） 

表彰年月日           所   属   名            氏 名 

令和２年２月 15日   粕 屋 町 立 粕 屋 中 央 小 学 校    清 武  琳 

〃      春 日 市 立 春 日 東 小 学 校    宮本  紗帆 

〃      福 岡 教 育 大 学 附 属 福 岡 中 学 校    宇野  誠洋 

〃      福 岡 県 立 福 岡 高 等 学 校    自見 壮二朗 

〃      福 岡 市 立 博 多 工 業 高 等 学 校 （ 卒 業 生 ）    中原  未裕 

〃      福 岡 県 立 八 女 農 業 高 等 学 校    野中  青空 

〃      福 岡 市 立 元 岡 小 学 校    田中  陽大 

〃      福 岡 市 立 百 道 浜 小 学 校    辻  七 海 

〃      福 岡 市 立 那 珂 中 学 校    垂水  爽空 

〃      福 岡 県 立 青 豊 高 等 学 校    伊藤  彩香 

〃      博 多 高 等 学 校    白濱  春花 

〃      博 多 女 子 高 等 学 校    西川  美朝 

〃      福 岡 県 立 福 岡 高 等 聴 覚 特 別 支 援 学 校    矢ヶ部 紋可 

〃      福 岡 県 立 福 岡 高 等 聴 覚 特 別 支 援 学 校       鎌田  真衣 

（団体） 

表彰年月日               団  体  名 

令和２年２月 15日   田 川 市 立 伊 田 中 学 校 放 送 部 

〃      福 岡 市 立 城 南 中 学 校 吹 奏 楽 部 

〃      福 岡 県 立 三 井 高 等 学 校 家 庭 ク ラ ブ 

〃      福 岡 県 立 八 女 工 業 高 等 学 校 電 子 機 械 研 究 部 

〃      北 九 州 市 立 浅 川 中 学 校 野 球 部 

〃      福 岡 県 立 玄 界 高 等 学 校 フ ェ ン シ ン グ 部 

〃      福 岡 県 立 青 豊 高 等 学 校 ダ ン ス 部 

〃      中 村 学 園 女 子 高 等 学 校 剣 道 部 

〃      福 岡 工 業 大 学 附 属 城 東 高 等 学 校 ダ ン ス 部 

〃      福 岡 第 一 高 等 学 校 男 子 剣 道 部 

〃      福 岡 第 一 高 等 学 校 男 子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部 

〃      明 光 学 園 高 等 学 校 ハ ン ド ボ ー ル 部 
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〃      柳 川 高 等 学 校 ダ ン ス 部 

〃      ゴ ー ル デ ン ハ ー ツ バ ト ン チ ー ム 

〃      福 岡 如 水 館 

〔一般の部〕 

１ 社会教育部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名        職 名     氏 名 

令和２年２月 15日   嘉麻市図書ボランティアサークル にゃ～ご    会 員  野見山 靖子 

〃      福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会   前 会 長  三根  広次 

〃      福 岡 県 社 会 教 育 委 員 の 会 議   前社会教育委員  武藤  元美 

  （団体） 

表彰年月日              団  体  名 

令和２年２月 15日   春 日 市 立 春 日 西 小 学 校 父 母 教 師 会 

〃      福 岡 市 立 賀 茂 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

〃      朝 倉 市 立 大 福 小 学 校 父 母 教 師 会 

〃       北 九 州 市 立 花 尾 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

〃      福 岡 県 立 戸 畑 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

〃      貴 賓 館 ボ ラ ン テ ィ ア 

〃      布 っ 子 

２ 学術・文化部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名        職 名     氏 名 

令和２年２月 15日   福 岡 県 文 化 財 保 護 審 議 会      委 員   木村  法光 

〃       嘉 麻 市 文 化 財 保 護 審 議 会      副 会 長   豊福  英之 

３ 体育・スポーツ部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名       職 名・学 年   氏 名 

令和２年２月 15日   福 岡 大 学    教 授  片 峯  隆 

〃     福 岡 大 学    4 年  竹野  比奈 

〃     福 岡 県 立 八 幡 中 央 高 等 学 校    教 諭  守  昌 宏 

 ４ 学校保健部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名        職 名      氏 名 

令和２年２月 15日  公益社団法人北九州市医師会    学 校 医  濵之上 隆史 

〃    一 般 社 団 法 人 福 岡 市 医 師 会    学 校 医  古 川  洸 

〃    一般社団法人大川三潴医師会    学 校 医  松本  英則 

〃      柳 川 高 等 学 校 ダ ン ス 部 

〃      ゴ ー ル デ ン ハ ー ツ バ ト ン チ ー ム 

〃      福 岡 如 水 館 

〔一般の部〕 

１ 社会教育部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名        職 名     氏 名 

令和２年２月 15日   嘉麻市図書ボランティアサークル にゃ～ご    会 員  野見山 靖子 

〃      福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会   前 会 長  三根  広次 

〃      福 岡 県 社 会 教 育 委 員 の 会 議   前社会教育委員  武藤  元美 

  （団体） 

表彰年月日              団  体  名 

令和２年２月 15日   春 日 市 立 春 日 西 小 学 校 父 母 教 師 会 

〃      福 岡 市 立 賀 茂 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

〃      朝 倉 市 立 大 福 小 学 校 父 母 教 師 会 

〃       北 九 州 市 立 花 尾 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

〃      福 岡 県 立 戸 畑 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

〃      貴 賓 館 ボ ラ ン テ ィ ア 

〃      布 っ 子 

２ 学術・文化部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名        職 名     氏 名 

令和２年２月 15日   福 岡 県 文 化 財 保 護 審 議 会      委 員   木村  法光 

〃       嘉 麻 市 文 化 財 保 護 審 議 会      副 会 長   豊福  英之 

３ 体育・スポーツ部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名       職 名・学 年   氏 名 

令和２年２月 15日   福 岡 大 学    教 授  片 峯  隆 

〃     福 岡 大 学    4 年  竹野  比奈 

〃     福 岡 県 立 八 幡 中 央 高 等 学 校    教 諭  守  昌 宏 

 ４ 学校保健部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名        職 名      氏 名 

令和２年２月 15日  公益社団法人北九州市医師会    学 校 医  濵之上 隆史 

〃    一 般 社 団 法 人 福 岡 市 医 師 会    学 校 医  古 川  洸 

〃    一般社団法人大川三潴医師会    学 校 医  松本  英則 

福岡県教育委員会告示第２号 

 福岡県教育委員会表彰規則（昭和 44 年福岡県教育委員会規則第 10 号）第２条の規定に基づき、令和

元年度福岡県教育文化表彰を受けたものを、同規則第５条の規定により次のように告示する。 

  令和２年２月 21日 

福岡県教育委員会 

〔児童生徒の部〕 

  （個人） 

表彰年月日           所   属   名            氏 名 

令和２年２月 15日   粕 屋 町 立 粕 屋 中 央 小 学 校    清 武  琳 

〃      春 日 市 立 春 日 東 小 学 校    宮本  紗帆 

〃      福 岡 教 育 大 学 附 属 福 岡 中 学 校    宇野  誠洋 

〃      福 岡 県 立 福 岡 高 等 学 校    自見 壮二朗 

〃      福 岡 市 立 博 多 工 業 高 等 学 校 （ 卒 業 生 ）    中原  未裕 

〃      福 岡 県 立 八 女 農 業 高 等 学 校    野中  青空 

〃      福 岡 市 立 元 岡 小 学 校    田中  陽大 

〃      福 岡 市 立 百 道 浜 小 学 校    辻  七 海 

〃      福 岡 市 立 那 珂 中 学 校    垂水  爽空 

〃      福 岡 県 立 青 豊 高 等 学 校    伊藤  彩香 

〃      博 多 高 等 学 校    白濱  春花 

〃      博 多 女 子 高 等 学 校    西川  美朝 

〃      福 岡 県 立 福 岡 高 等 聴 覚 特 別 支 援 学 校    矢ヶ部 紋可 

〃      福 岡 県 立 福 岡 高 等 聴 覚 特 別 支 援 学 校       鎌田  真衣 

（団体） 

表彰年月日               団  体  名 

令和２年２月 15日   田 川 市 立 伊 田 中 学 校 放 送 部 

〃      福 岡 市 立 城 南 中 学 校 吹 奏 楽 部 

〃      福 岡 県 立 三 井 高 等 学 校 家 庭 ク ラ ブ 

〃      福 岡 県 立 八 女 工 業 高 等 学 校 電 子 機 械 研 究 部 

〃      北 九 州 市 立 浅 川 中 学 校 野 球 部 

〃      福 岡 県 立 玄 界 高 等 学 校 フ ェ ン シ ン グ 部 

〃      福 岡 県 立 青 豊 高 等 学 校 ダ ン ス 部 

〃      中 村 学 園 女 子 高 等 学 校 剣 道 部 

〃      福 岡 工 業 大 学 附 属 城 東 高 等 学 校 ダ ン ス 部 

〃      福 岡 第 一 高 等 学 校 男 子 剣 道 部 

〃      福 岡 第 一 高 等 学 校 男 子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部 

〃      明 光 学 園 高 等 学 校 ハ ン ド ボ ー ル 部 

〃    一般社団法人門司歯科医師会    元学校歯科医  白石  悦郎 

〃    一般社団法人大川三潴歯科医師会    学 校 歯 科 医  中島  泰之 

〃    福 岡 市 学 校 歯 科 医 会    学 校 歯 科 医  山本  和己 

〃    一般社団法人福岡市薬剤師会    学 校 薬 剤 師  下瀬  和俊 

〃    一 般 社 団 法 人 若 松 薬 剤 師 会    学 校 薬 剤 師  髙橋  雅治 

〃    一 般 社 団 法 人 門 司 薬 剤 師 会    学 校 薬 剤 師  本間  司郎 

 ５ 教育行政部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名         職 名     氏 名 

令和２年２月 15日  糸 島 市 教 育 委 員 会    元 委 員 長   德 田  敬 

 ６ 学校教育部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名         職 名       氏 名 

令和２年２月 15日  大 木 町 立 大 溝 小 学 校    前 校 長  田 島  太 

〃     築 上 町 立 八 津 田 小 学 校    前 校 長  千原  新吾 

〃     春 日 市 立 春 日 小 学 校    前 校 長  丸山  晴幹 

〃     福 岡 県 立 筑 紫 中 央 高 等 学 校    校 長  江口  也文 

〃     福 岡 県 立 鞍 手 高 等 学 校    校 長  清 澤  亨 

〃     福 岡 県 立 城 南 高 等 学 校    校 長  和田 美千代 

〃     福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」       校 長  堀内  孝一 

  （団体） 

表彰年月日 団  体  名 

令和２年２月 15日  福 岡 県 立 鞍 手 高 等 学 校 

辻

所　　属　　名

所　　属　　名

所　　属　　名

４

所　　属　　名

職　名

職　名 氏　名

氏　名

氏　名
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令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

同　　　　　　　　長　　　裕　海　　

　監査公表第18号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した「ソーシャル

メディアの活用状況等について」の行政監査結果（平成31年３月18日30監総第895号）に

基づき、知事及び教育委員会から措置を講じた旨の通知があったので、同条第12項の規

定により、次のとおり公表する。

　　令和２年２月21日

福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇　　

監 査 委 員

〃    一般社団法人門司歯科医師会    元学校歯科医  白石  悦郎 

〃    一般社団法人大川三潴歯科医師会    学 校 歯 科 医  中島  泰之 

〃    福 岡 市 学 校 歯 科 医 会    学 校 歯 科 医  山本  和己 

〃    一般社団法人福岡市薬剤師会    学 校 薬 剤 師  下瀬  和俊 

〃    一 般 社 団 法 人 若 松 薬 剤 師 会    学 校 薬 剤 師  髙橋  雅治 

〃    一 般 社 団 法 人 門 司 薬 剤 師 会    学 校 薬 剤 師  本間  司郎 

 ５ 教育行政部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名         職 名     氏 名 

令和２年２月 15日  糸 島 市 教 育 委 員 会    元 委 員 長   德 田  敬 

 ６ 学校教育部門 

  （個人） 

表彰年月日         所  属  名         職 名       氏 名 

令和２年２月 15日  大 木 町 立 大 溝 小 学 校    前 校 長  田 島  太 

〃     築 上 町 立 八 津 田 小 学 校    前 校 長  千原  新吾 

〃     春 日 市 立 春 日 小 学 校    前 校 長  丸山  晴幹 

〃     福 岡 県 立 筑 紫 中 央 高 等 学 校    校 長  江口  也文 

〃     福 岡 県 立 鞍 手 高 等 学 校    校 長  清 澤  亨 

〃     福 岡 県 立 城 南 高 等 学 校    校 長  和田 美千代 

〃     福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」       校 長  堀内  孝一 

  （団体） 

表彰年月日 団  体  名 

令和２年２月 15日  福 岡 県 立 鞍 手 高 等 学 校 

所　　属　　名

所　　属　　名

団　　体　　名

職　名

氏　名

氏　名
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２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

１
行
経
第

１
５
５
３
号

 
令
和
２
年

２
月

４
日

 
  
福
岡
県
監
査
委
員

藤
山

泰
三

様
 

同
行

正
晴

實
  
様

 
同

岩
﨑

勇
様

 
同

長
裕

海
様

 
  

福
岡
県
知
事

小
川

洋
 

  
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

 
 
平
成
３
１
年
３
月
１
８
日
３
０

監
総
第
８
９
５
号
の
監
査
結
果
の
報
告
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
講
じ
た
措
置

に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
。

 
 

記
 

  
対
象
機
関

名
 

監
査

の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部

 
（
生
活
安
全
課

）
 

 福
祉
労
働
部

 
（

久
留

米
高

等
技

術
専

門
校
）

 
 農
林
水
産
部

 
（
経
営
技
術
支
援
課
）

 
 

運
用
ポ
リ
シ
ー
は
、
担
当
所
属
名
や

発
信
目
的
に
加
え
、
禁
止
事
項
や
免
責

事
項

な
ど

周
知

す
べ

き
事

項
が

記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
成
し
た
運

用
ポ

リ
シ

ー
を

ア
カ

ウ
ン

ト
内

で
明

示
し
て
い
な
い
機
関
に
つ
い
て
は
、
早

急
に
明
示
さ
れ
た
い
。

 

ア
カ

ウ
ン

ト
の

運
用

ポ
リ

シ
ー

を
当

該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
明
示
し
た
（
生
活
安

全
課
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
回
数
が
少
な
い

た
め

、
平

成
31

年
4月

1日
を

も
っ

て
運

用
を
停
止
し
た
）。

 

 
 



第
80
号

福
岡

県
公

報
12

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
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対
象
機
関
名

 
監
査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 
福
祉
労
働
部

 
（
労
働
局
労
働
政
策
課
）

 
運

用
ポ

リ
シ

ー
を

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内
に
直
接
明
示
せ
ず
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に

掲
載
さ
れ

て
い
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

一
覧
」
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
リ
ン
ク

表
示
し
て
い
る
機
関
が
あ
っ
た
が
、
こ

の
場
合
、
閲
覧
者

が
複
数
の
運
用
ポ
リ

シ
ー

の
中

か
ら

該
当

す
る

運
用

ポ
リ

シ
ー

を
探

し
出

す
必

要
が

あ
る

た
め

利
便
性
が
低
下
す
る
こ
と
、
ま
た
、
操

作
を

誤
っ

て
他

の
ア

カ
ウ

ン
ト

の
運

用
ポ

リ
シ

ー
を

参
照

す
る

懸
念

も
あ

る
こ
と
か
ら
、
明
示
方
法
に
つ
い
て
改

善
さ
れ
た
い
。

 
 

ア
カ

ウ
ン

ト
の

運
用

ポ
リ

シ
ー

を
当

該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
明
示
し
た
。

 
 

企
画
・
地
域
振
興
部

 
（
東
京
事
務
所
）

 
 人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部

 
（
生
活
安
全
課

）
 

 福
祉
労
働
部

 
（

久
留

米
高

等
技

術
専

門
校
）

 
 環
境
部

 
（
環
境
保
全
課
）

 
 農
林
水
産
部

 
（
園
芸
振
興
課
）

 
 

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内

の
ホ

ー
ム

ペ

ー
ジ

Ｕ
Ｒ

Ｌ
の

記
載
は
、
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る

た
め

の
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
載
し
て

い
な
い
機
関
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に

記
載
さ
れ
た
い
。

 

県
の

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
一

覧
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
を

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
明

示

し
た
（
生
活
安
全
課
に
つ
い
て
は
、
閲
覧

回
数

が
少

な
い

た
め

、
平

成
31

年
4月

1
日
を
も
っ
て
運
用
を
停
止
し
た
）
。
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対
象
機
関
名

 
監
査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 
企
画
・
地
域
振
興
部

 
（
東
京
事
務
所
）

 
職

員
個

人
の

携
帯

端
末

を
使

用
し

て
い

る
機

関
や

第
三

者
の

端
末

か
ら

情
報

発
信

を
さ

せ
て

い
た

機
関

に
お

い
て
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
が
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら
、
速
や
か
に
是
正

さ
れ
た
い
。

 
 

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

ア
カ

ウ
ン

ト
か

ら
の

情
報

発
信

は
共

用
パ

ソ
コ

ン

に
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部

 
（
生
活
安
全
課
）

 
 福
祉
労
働
部

 
（
労
働
局
労
働
政
策
課
、

久
留

米
高

等
技

術
専

門

校
）

 

閲
覧

者
か

ら
の

意
見

や
質

問
に

つ

い
て
、
対
応

し
な
い
旨
の
運
用
方
針
を

定
め

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
明

示
し

て
い

な
い

機
関

に
お
い
て
は
、
閲

覧
者
が
誤
っ
て
意
見

等
を
送
信
す
る
な
ど
し
、
回
答
が
な
い

こ
と

で
県

政
に

対
す

る
信

頼
を

失
い

無
用

な
批

判
を

招
く

お
そ

れ
も

あ
る

こ
と

か
ら
、
閲
覧
者
が
す
ぐ
に
認
知
で

き
る

よ
う

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
明

示
さ

れ
た
い
。

 
 

閲
覧

者
か

ら
の

意
見

や
質

問
に

つ
い

て
、
対
応
し
な
い
旨
の
運
用
方
針
を
当
該

ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
明
示
し
た
（
生
活
安
全

課
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
回
数
が
少
な
い
た

め
、
平
成

年
月

日
を
も
っ
て
運
用
を

停
止
し
た
）。

 

総
務
部

 
（
県
民
情
報
広
報
課
）

 
 企
画
・
地
域
振
興
部

 
（
情
報
政
策
課
）

 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
職
務
上
ソ
ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

を
利

用
す

る
際

の
基

本
的

な
考

え
方

や
留

意
点

を
示

す
も

の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

利
用

状
況

等
の

現
状

に
沿

っ
た

も
の

と
な

っ
て

い
る
か
、
参
照
す

る
要
領
等
に
変
更
が

な
い
か
な
ど
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
確

認
の
上
、
必
要
に

応
じ
改
正
し
周
知
す

る
必
要
が
あ
る
。

 
こ

れ
ら

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て

は
、
直
ち

に
内

容
を
確
認
の
上
、
必
要

な
見
直
し
を
さ
れ
た
い
。

 
 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
を
確
認
し
、
平

成
年

月
に
、「

福
岡
県
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ア
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
正
し

た
。

 
今
後
、
年
１
回
開
催
し
て
い
る
研
修
な

ど
に

お
い

て
定

期
的

に
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

を
確

認
し

、
必

要
に

応
じ

て
改

正
を

行

う
。
ま
た
、
改
正
を
行
っ
た
場
合
に
は
各

所
属
に
対
し
文
書
を
発
出
し
、
周
知
を
行

う
。
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対
象
機
関
名

 
監
査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 
総
務
部

 
（
県
民
情
報
広
報
課
）

 
 企
画
・
地
域
振
興
部

 
（
情
報
政
策
課

）
 

知
事
部
局
に
お

い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

運
用

開
始

時
の

説
明

会
の

開
催

以
降
、
各
部

の
広
報
所
管
課
を
通
じ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
周

知
を

行
う

に
と

ど
ま

っ
て

お
り
、
そ
の
後
の
人
事
異
動

に
よ

り
職

員
が

入
れ

替
わ

っ
た

所
属

や
、
新
し
く
ソ
ー

シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を

利
用

し
た

情
報

発
信

を
開

始
す

る
所

属
に

お
い

て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存

在
す

る
こ

と
、
ま
た
、
共
同
運
用
機
関

で
あ

っ
て

も
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

十
分

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

な
ど

を
認

識
し

て
い

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

 
今
後
は
、
各
所
属
に
対
し
、
文
書
等

に
よ
り
定
期
的
に
周
知
す
る
、
あ
る
い

は
必

要
に

応
じ

て
説

明
会

を
開

催
す

る
な
ど
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
適

正
な

運
用

を
図

る
た

め
の

取
組

を
実

施
さ
れ
た
い
。

 
 

今
後
、
毎
年
度
実
施
し
て
い
る
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
作
成
シ
ス
テ
ム
操
作
研
修

で
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ

デ
ィ

ア
を

活
用

す
る

際
の

注
意

事
項

を

説
明
す
る
こ
と
と
し
た
。

 
同

研
修

の
開

催
に

あ
た

っ
て

は
ソ

ー

シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
す
る
部
署
、
こ

れ
か

ら
の

活
用

を
考

え
る

部
署

が
対

象

で
あ
る
と
明
記
し
、
参
加
を
求
め
る
こ
と

と
す
る
。
ま
た
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
各
所
属
に
対
し
、

周
知
文
を
発
出
す
る
こ
と
と
し
た

。
 

 



第
80
号

福
岡

県
公

報
15

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

１
教

財
第

７
２

７
号

 
令

和
２
年

２
月

３
日

 
  

福
岡

県
監

査
委

員
藤

山
泰

三
様

 
同

行
正

晴
實

  
様

 
同

岩
﨑

勇
様

 
同

長
裕

海
様

 
  

福
岡

県
教

育
委

員
会

 
  

監
査

の
結

果
に

係
る

措
置

に
つ

い
て
（

通
知

）
 

 
平

成
３

１
年

３
月

１
８

日
３

０
監

総
第

８
９

５
号

の
監

査
結

果
の

報
告

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
通

知
し

ま
す

。
 

  
記

 
 

  
対

象
機
関

名
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
の

内
容

 
久

留
米
高

等
学

校
 

運
用
ポ

リ
シ

ー
は

、
担

当
所

属
名

や
発

信
目

的
に

加
え

、
禁

止
事

項
や

免
責

事
項

な
ど

周
知

す
べ

き
事

項

が
記

載
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
作

成
し

た
運

用
ポ

リ
シ

ー
を

ア
カ

ウ

ン
ト

内
で

明
示

し
て

い
な

い
機

関

に
つ

い
て

は
、
早
急

に
明

示
さ

れ
た

い
。

 
 

運
用

ポ
リ

シ
ー

を
作

成
し

、
ア

カ

ウ
ン

ト
内

で
明

示
し

た
。

 

 
 



第
80
号

福
岡

県
公

報
16

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

対
象

機
関

名
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
の

内
容

 
総

務
企
画

課
 

県
の

公
式

ア
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

の
証

明
は

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

ア
カ

ウ
ン

ト
を

掲
載

す
る

こ
と

に
よ

り

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
ア

カ
ウ

ン
ト

を

掲
載

し
て

い
な

い
機

関
に

つ
い

て
、

速
や

か
に

掲
示

さ
れ

る
よ

う
、
利

用

指
針

の
所

管
課

に
お

い
て

対
応

さ

れ
た

い
。

 
 

掲
載

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

機
関

に

つ
い

て
は

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
た

。
 

美
術

館
 

 久
留

米
高

等
学

校
 

利
用

届
出

書
の

提
出

が
遅

れ
た

機
関

に
お

い
て

は
、
改
め

て
手

続
を

確
認

の
上

、
事

務
に

遺
漏

の
な

い
よ

う
対

応
さ

れ
た

い
。

 
 

所
属

職
員

に
対

し
て

ソ
ー

シ
ャ

ル

メ
デ

ィ
ア

利
用

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
周

知
を

行
っ

た
。

 
 

美
術

館
 

 図
書

館
 

 久
留

米
高

等
学

校
 

 

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内

の
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ

U
RL

の
記

載
は

、
公

式
ア

カ
ウ

ン
ト

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す

る
た

め
の

手
段

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

記
載

し
て

い
な

い
機

関
に

お
い

て

は
、

速
や

か
に

記
載

さ
れ

た
い

。
 

併
せ

て
、
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
ア

カ

ウ
ン

ト
が

掲
載

さ
れ

て
い

な
い

機

関
に

つ
い

て
も

、
掲

載
後

速
や

か
に

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
記

載
さ

れ

た
い

。
 

 

上
記

の
と

お
り

、
総

務
企

画
課

が

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
ア

カ
ウ

ン
ト

を
掲

載
し

た
こ

と
に

加
え

、
県

の
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

一
覧

の
U

RL
を

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
明

示
し

た
。

 

久
留

米
高

等
学

校
 

職
員

個
人

の
携

帯
端

末
を

使
用

し
て

い
る

機
関

や
第

三
者

の
端

末

か
ら

情
報

発
信

を
さ

せ
て

い
た

機

関
に

お
い

て
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

確
保

が
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
速

や
か

に
是

正
さ

れ
た

い
。

 
 

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

ア
カ

ウ

ン
ト

か
ら

の
情

報
発

信
は

共
用

パ
ソ

コ
ン

（
所

属
が

管
理

者
権

限
を

有
す

る
端

末
）
に
限

定
す

る
こ

と
と

し
た
。 

 
 



第
80
号

福
岡

県
公

報
17

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

対
象

機
関

名
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
の

内
容

 
美

術
館

 
 図

書
館

 

所
属

で
業

務
上

導
入

し
て

い
る

独
自

シ
ス

テ
ム

の
端

末
を

使
用

し

て
い

た
機

関
に

お
い

て
は

、
早

急
に

利
用

指
針

の
所

管
課

に
協

議
の

上
、

必
要

な
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

講

じ
ら

れ
た

い
。

 

利
用

指
針

の
所

管
課

に
協

議
し

て
、

所
属

で
業

務
上

導
入

し
て

い
る

独
自

シ
ス

テ
ム

の
端

末
に

つ
い

て
、

必
要

な
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

発
信

業
務

に
使

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
了

承
を

得

た
。

 
 

久
留

米
高

等
高

校
 

閲
覧

者
か

ら
の

意
見

や
質

問
に

つ
い

て
、
対
応

し
な

い
旨

の
運

用
方

針
を

定
め

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら

ず
ア

カ
ウ

ン
ト

内
に

明
示

し
て

い

な
い

機
関

に
お

い
て

は
、
閲
覧

者
が

誤
っ

て
意

見
等

を
送

信
す

る
な

ど

し
、
回
答

が
な

い
こ

と
で

県
政

に
対

す
る

信
頼

を
失

い
無

用
な

批
判

を

招
く

お
そ

れ
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
閲

覧
者

が
す

ぐ
に

認
知

で
き

る
よ

う

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
明

示
さ

れ
た

い
。

 
 

ア
カ

ウ
ン

ト
の

運
用

ポ
リ

シ
ー

を

当
該

ア
カ

ウ
ン

ト
内

に
明

示
し

た
。

 

 
 



第
80
号

福
岡

県
公

報
18

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

対
象

機
関

名
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
の

内
容

 
総

務
企
画

課
 

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
職

務
上

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
を

利
用

す
る

際

の
基

本
的

な
考

え
方

や
留

意
点

を

示
す

も
の

で
あ

り
、
そ
の

内
容

に
つ

い
て

は
、
ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

利
用

状
況

等
の

現
状

に
沿

っ
た

も

の
と

な
っ

て
い

る
か

、
参

照
す

る
要

領
等

に
変

更
が

な
い

か
な

ど
に

つ

い
て

、
定

期
的

に
確

認
の

上
、
必

要

に
応

じ
改

正
し

周
知

す
る

必
要

が

あ
る

。
 

こ
れ

ら
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

内
容

を
確

認
の

上
、

必
要

な
見

直
し

を
さ

れ
た

い
。

 
 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て

は
、

運

用
要

領
の

改
正

や
組

織
の

改
編

等
を

確
実

に
反

映
さ

せ
、

必
要

な
改

正
を

行
っ

た
。

 
令

和
元

年
度

以
降

、
必

要
に

応
じ

て
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
内

容
を

適
切

に
改

正
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

知
事

部
局

の
関

係
各

課
と

情
報

共
有

を
密

に
す

る
こ

と
と

し
た

。
 

総
務

企
画

課
 

教
育

委
員

会
に

お
い

て
は
、
通

知

の
発

出
以

降
、
周
知

に
関

す
る

取
組

が
特

に
な

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
そ

の
た

め
、
そ
の

後
の

人
事

異
動

に
よ

り
職

員
が

入
れ

替
わ

っ
た

所
属

や
、

新
し

く
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

を

利
用

し
た

情
報

発
信

を
開

始
す

る

所
属

に
お

い
て

は
、
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

が
存

在
す

る
こ

と
、
ま
た

、
共

同
運

用
機

関
で

あ
っ

て
も

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
に

十
分

に
留

意
す

る
必

要
が

あ

る
こ

と
な

ど
を

認
識

し
て

い
な

い

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

今
後
は

、
各

所
属

に
対

し
、
文

書

等
に

よ
り

定
期

的
に

周
知

す
る

、
あ

る
い

は
必

要
に

応
じ

て
説

明
会

を

開
催

す
る

な
ど

、
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

の
適

正
な

運
用

を
図

る
た

め

の
取

組
を

実
施

さ
れ

た
い

。
 

平
成

年
８

月
に
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン

を
改

定
し

、
各

所
属

へ
周

知
と

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
依

頼
し

た
。

 
令

和
元

年
度
以
降
、
毎
年
度

、
教

育

庁
各

課
、

出
先

機
関

及
び

県
立

学
校

宛
に

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

添
付

し
た

う
え

で
適

切
な

運
用

に
つ

い
て

文
書

に
よ

る
依

頼
を

行
う

こ
と

と
し

た
。

 

 



第
80
号

福
岡

県
公

報
19

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

　監査公表第19号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した知事部局及び

教育委員会の出先機関45機関について実施した随時監査結果（令和元年11月11日１監総

第216号）に基づき、知事及び教育委員会から措置を講じた旨の通知があったので、同条

第12項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和２年２月21日

福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

同　�　　��　　　　行　正　晴　實　　

同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇　　

同　　　　　　　　長　　　裕　海　　



第
80
号

福
岡

県
公

報
20

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

１
社
活
第
７
５
６
号

 

 
 
令
和
２
年
１
月
３
０
日

 

  
 
福
岡
県
監
査
委
員

 
 
藤

 
山

 
泰

 
三

 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 
正

 
 
晴

 
實

 
 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩

 
﨑

 
 

 
 
勇

 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長

 
 

 
裕

 
海

 
殿

 

 

福
岡
県
知
事

 
小
川

 
洋

 
 

 
 

 
 

 

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

 

 

令
和
元
年

1
1
月

1
1
日
１
監
総
第

2
1
6
号
の
監
査
結
果
の
報
告
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
講
じ
た
措
置
に
つ

い
て
通
知
し
ま
す
。

 

  

記
 

  
 
注
意
事
項

 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名

 
監
査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 

 人
づ
く
り
・

 

県
民
生
活
部

 

         

 緊
急
用
前
渡
資
金
に
つ
い
て
、

繰
越
額
を
現
金
と
照
合
せ
ず
に
繰

越
承
認
を
し
て
い
た
た
め
、
前
渡

資
金
差
引
簿
と
現
金
が
一
致
せ
ず

、
適
正
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

 

     

 前
渡
資
金
差
引
簿
に
つ
い
て
は
、
金
額
の

記
載
誤
り
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
修
正
し

現
金
と
一
致
さ
せ
た
。

 
本
件
記
載
誤
り
の
主
た
る
要
因
は
、
前
渡

資
金
差
引
簿
と
現
金
の
照
合
が
徹
底
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

出
納
員
に
加
え
、
新
た
に
職
員
１
名
を
所
属

資
金
前
渡
職
員
補
助
職
員
に
指
定
し
、
毎
月

末
に
照
合
を
複
数
人
で
確
実
に
行
う
こ
と

と
し
た
。

 
  

 

     

    



第
80
号

福
岡

県
公

報
21

令
和
２
年
２
月
21
日
　
金
曜
日

１
保

総
第

１
３

２
０

号
 

令
和

２
年

１
月

２
４

日
 

  
 
福

岡
県

監
査

委
員

 
 

藤
 

山
 

泰
 

三
 

殿
 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行
 

正
 
 
晴

 
實

 
 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩

 
﨑

 
 

 
 
勇

 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
 

 
 

裕
 

海
 

殿
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
岡

県
知

事
 

 
小

川
 

洋
 

 

 

監
査

の
結

果
に

係
る

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

 

 

令
和

元
年

1
1
月

1
1
日

１
監

総
第

2
1
6
号

の
監
査
結
果
の

報
告

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

講
じ

た
措

置
に

つ

い
て

通
知

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

 
 
注

意
事

項
 

対
象

機
関

の
 

属
す

る
部

局
名

 
監

査
の

結
果

 
講

じ
た

措
置

の
内

容
 

 保
健

医
療

介
護

部
 

         

 

郵
便

切
手

に
つ

い
て

、
所

属
長

の
承

認
を

得
ず

に
切

手
の

払
出

し

を
行

っ
て

い
た

こ
と

、
郵

便
切

手

等
出

納
整

理
簿

の
年

度
末

集
計

を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

こ
と

も
あ

り

､
平

成
3
0
年

度
末

繰
越

数
と

現
物

が
一

致
せ

ず
、

適
正

な
管

理
が

な

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
 

  

 

郵
便

切
手

等
出

納
整

理
簿

に
つ

い
て

会
計

担
当

者
は

、
補

助
簿

に
よ

り
払

い

出
し

を
行

い
、

１
日

分
を

ま
と

め
て

整

理
簿

に
転

記
し

所
属

長
の

決
裁

を
受

け

て
い

た
が

、
今

後
は

、
払

出
し

の
都

度

決
裁

を
受

け
る

よ
う

事
務

処
理

を
改

め

た
。

 

ま
た

、
郵

便
切

手
等

出
納

整
理

簿
の

繰
越

数
と

切
手

の
現

数
と

の
照

合
を

、

出
納

員
が

毎
月

末
、

必
ず

行
う

こ
と

と

し
た

。
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１
教

財
第

８
１

０
号
 

 
 

令
和

２
年

２
月

４
日

 

  
 
福

岡
県

監
査

委
員

 
 

藤
 

山
 

泰
 

三
 

殿
 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行
 

正
 
 
晴

 
實

 
 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩

 
﨑

 
 

 
 
勇

 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
 

 
 

裕
 

海
 

殿
 

 

福
岡

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

  

監
査

の
結

果
に

係
る

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

 

 

令
和

元
年

1
1
月

1
1
日

 
１

監
総

第
2
1
6
号

の
監
査
結
果
の
報
告

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
通

知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 

 
 
注

意
事

項
 

対
象

機
関

の
 

属
す

る
部

局
名

 
監

査
の

結
果

 
講

じ
た

措
置

の
内

容
 

教
育

委
員

会
 

                  

校
舎

警
備

の
た

め
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

カ
ー

ド
に

つ
い

て
､
配

付
一

覧
表

と
実

際
の

配
付

先
が

一
致

し

て
い

な
か

っ
た

こ
と

、
加

え
て

、

所
在

不
明

の
カ

ー
ド

も
あ

り
、

適

正
な

管
理

が
な

さ
れ

て
い

な
か

っ

た
。

 

            

 所
在

不
明

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
カ

ー
ド

に

つ
い

て
は

、
至

急
、

使
用

不
可

と
す

る
手

続
き

を
行

う
と

と
も

に
、

過
去

の
警

備
報

告
書

を
点

検
し

、
所

在
不

明
の

カ
ー

ド
の

使
用

実
績

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

さ
ら

に
、

全
職

員
を

対
象

に
配

付
一

覧
 

表
を

も
と

に
配

付
済

カ
ー

ド
の

確
認

作
業

 

を
実
施
し
、
他
に
紛
失
や
氏
名
と
カ
ー
ド

 

番
号

の
不

一
致

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

｡
 

今
後

は
配

付
一

覧
表

の
書

式
を

変
更

 

し
､
新

た
に

カ
ー

ド
の

受
領

印
、

交
付

・

返
却

日
、

担
当

者
名

欄
を

設
け

、
交

付
・

返
却

時
に

担
当

者
と

他
の

職
員

同
席

で
確

認
す

る
こ

と
及

び
定

期
的

に
カ

ー
ド

の
所

持
検

査
を

行
う

こ
と

で
再

発
防

止
を

図
る

こ
と

と
し

た
。

 

ま
た

、
主

管
課

か
ら

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

カ

ー
ド

の
適

正
な

管
理

を
徹

底
す

る
よ

う
全

所
属

に
対

し
通

知
を

行
っ

た
。
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　　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。

　　　　（世界測地系）

　　　ア　北緯33度42.285分、東経130度8.138分

　　　イ　北緯33度40.800分、東経130度9.366分

　　　ウ　北緯33度40.764分、東経130度10.571分

　　　エ　北緯33度42.556分、東経130度9.268分

　　　　（日本測地系）

　　　ア　北緯33度42.089分、東経130度8.277分

　　　イ　北緯33度40.603分、東経130度9.505分

　　　ウ　北緯33度40.567分、東経130度10.710分

　　　エ　北緯33度42.360分、東経130度9.407分

　⑵　小呂島（筑共第７号共同漁業権漁場）

　　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。

　　　　（世界測地系）

　　　ア　北緯33度54.046分、東経130度0.587分

　　　イ　北緯33度50.778分、東経130度0.732分

　　　ウ　北緯33度50.753分、東経130度3.366分

　　　エ　北緯33度54.018分、東経130度3.512分

　　　　（日本測地系）

　　　ア　北緯33度53.851分、東経130度0.725分

　　　イ　北緯33度50.583分、東経130度0.870分

　　　ウ　北緯33度50.558分、東経130度3.505分

　　　エ　北緯33度53.823分、東経130度3.651分

　⑶　灯台瀬（筑共第４号共同漁業権漁場）

　　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。

　　　　（世界測地系）

　　　ア　北緯33度39.159分、東経130度6.264分

　　　イ　北緯33度38.778分、東経130度6.687分

　　　ウ　北緯33度39.350分、東経130度8.062分

福岡県公安委員会規則第２号

　福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和２年２月21日

福岡県公安委員会　　

　　　福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　福岡県警察の組織に関する規則（平成６年福岡県公安委員会規則第24号）の一部を次

のように改正する。

　第22条第４号を次のように改める。

　⑷�　水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関す

ること。第49条第２号中「警備実施」を「警備方針の策定及びその実施」に改め、

同条第５号中「（他課の所掌に属するものを除く。）」を削り、同条に次の１号を

加える。

　⑹　雑踏警備に関すること。

　　　附　則

　この規則は、令和２年３月３日から施行する。

　筑前海区漁業調整委員会指示第191号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、筑前海区における浮き

を使用した釣りの制限について、次のとおり指示する。ただし、試験研究機関が試験研

究のために該当漁法により操業する場合は、この限りではない。

　　令和２年２月21日

筑前海区漁業調整委員会会長　　本田　清一郎　　

１　浮きを使用した釣りの禁止

　�　次の⑴～⑷の区域において、浮きを使用した釣りを行ってはならない。ただし、い

そ釣りは除く。

　⑴　長間礁（筑共第５号共同漁業権漁場）

公安委員会

海区漁業調整委員会
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　　　エ　北緯33度40.358分、東経130度7.159分

　　　　（日本測地系）

　　　ア　北緯33度38.962分、東経130度6.402分

　　　イ　北緯33度38.581分、東経130度6.825分

　　　ウ　北緯33度39.153分、東経130度8.201分

　　　エ　北緯33度40.162分、東経130度7.298分

　⑷　烏帽子・地の瀬（筑共第２号共同漁業権漁場ほか）

　　�　次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域

。

　　　　（世界測地系）

　　　ア　北緯33度42.614分、東経129度58.975分

　　　イ　北緯33度41.001分、東経129度58.410分

　　　ウ　北緯33度38.092分、東経130度2.417分

　　　エ　北緯33度38.699分、東経130度4.955分

　　　オ　北緯33度41.323分、東経130度2.344分

　　　　（日本測地系）

　　　ア　北緯33度42.418分、東経129度59.113分

　　　イ　北緯33度40.805分、東経129度58.548分

　　　ウ　北緯33度37.895分、東経130度2.555分

　　　エ　北緯33度38.502分、東経130度5.093分

　　　オ　北緯33度41.127分、東経130度2.482分

２　指示の有効期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで




